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佐賀県波戸岬海浜公園指定管理者募集要項 
 

１．指定管理者制度導入の目的 

公の施設の管理主体については、従来、公共団体等に限られていましたが、平成１５年９月に

地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が導入されました。これは、公の施設の管理につ

いて、民間事業者が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの向上と経費の節減に

つなげようとするものです。 

このため、佐賀県（以下「県」という。）では、佐賀県波戸岬海浜公園（以下「海浜公園」と

いう。）の管理運営に当たり、施設の効率化、効果的な管理運営を図ることを目的に、平成１８

年４月１日から指定管理者制度を導入していますが、この指定管理期間が、令和６年３月３１日

をもって終了します。 

つきましては、佐賀県波戸岬海浜公園条例（平成元年佐賀県条例第１７号。以下「条例」とい

う。）に基づき、令和６年４月１日から当施設の管理運営を行っていただける団体等を募集しま

す。 

 

２．指定管理者を募集する施設について 

（１）施設の名称及び所在地 

施設の名称：佐賀県波戸岬海浜公園 

施設の所在地：唐津市鎮西町波戸、名護屋 

 

（２）概要等 

ア．設置目的 

本県における観光の振興を図り、もって地域の振興に寄与することを目的に設置してい

ます。 

イ．管理運営に当たっての基本的な考え方 

海浜公園の管理運営については、県との緊密な連携・協力を図り、利用者の視点に立っ

て、利用しやすく親しみの持てる運営を目指します。 

また、経営感覚を取り入れた、効率的で開かれた管理運営システムの構築が求められま

す。 

ウ．管理運営の目指すべき姿 

県は、利用者の視点に立った管理運営による「魅力あるキャンプ場」を目指します。 

具体的には、キャンプ場利用者の満足度向上とともに、周辺の施設と連携して利用者と

地域との新たな交流を創出し、交流人口の増加及び地域の振興を図るものとします。 

エ．施設の概要（詳細は業務仕様書を参照してください。） 

キャンプ場、野外ステージ及び園地 

 

３．指定管理者の指定・募集等について 

（１）指定期間等について 

指定期間は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間を予定しています。 

ただし、指定管理者の指定及び指定期間は、県議会の議決を経て、正式に決定されます。 

なお、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき、県は、海浜公園の施設管理の

適正を期するために行った必要な指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者

による管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合があります。 
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（２）指定管理者による管理及び運営について 

ア．管理の基準について 

管理運営の基本的事項は、次のとおりです。なお、利用者の個人情報の保護など、管理

運営に当たってのその他の留意事項等については、この募集要項に定めるもののほか、業

務仕様書や、指定管理者の正式な指定後に締結することとしている管理運営に関する協定

書等で定めることとなります。 

（ア）休場日 

佐賀県波戸岬海浜公園条例施行規則（平成１７年佐賀県規則第８６号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、同条第１項各号に掲げる日を除き、原則として１

週間に１日を限度とし、指定管理者で定めてください。 

（イ）開場時間 

開場時間は、規則第５条の規定に基づき、１日８時間以上とします。（キャンプ場  

を除く。） 

（ウ）利用の制限 

指定管理者は、規則第６条の規定に基づき、利用を制限することができます。 

（エ）公平性の確保 

海浜公園の管理運営に当たっては、規則第３条第１項第２号に定めるとおり、平等

な利用を確保してください。 

イ．業務の範囲・内容 

指定管理者が行う業務は、以下のとおりとします。詳細については、業務仕様書のとお

りです。業務範囲に掲げるすべての業務を一括して他の事業者に委託することはできませ

んが、部分的な業務については、県と協議のうえ、専門の業者等に委託できるものとしま

す。その際は、当該委託契約の相手方を県内に本店又は主たる事務所を有する者の中から

選定するよう努めてください。 

（ア）施設の利用に関する業務 

○利用の受付、許可、調整 

○利用料金の徴収 

○事業に係る広報・ＰＲ等 

（イ）施設等の維持及び管理に関する業務 

○建築物保守管理業務 

○設備機器管理業務 

○清掃業務 

○備品管理業務 

○園地の植栽管理業務 

○廃棄物処理業務 

（ウ）利用者の安全確保を図るための巡回点検及び防災保全に関する業務 

○巡視点検業務 

○保安警備業務 

○急病、緊急時の対応業務 

（エ）その他の維持・管理業務 

○事業計画書及び収支予算書の作成・提出 

○事業報告書の作成・提出 

○各種調査、照会、回答、利用統計 

○指定期間終了に当たっての引継事務 

○その他設置目的を達成するための日常業務 
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○監査委員による監査 

（オ）提案型事業 

利用者サービス向上のため、上記（ア）～（エ）に定める業務以外に、キャンプ場

管理棟の一部を利用して、物品の販売や物品の貸出を行っていただきたいと考えてい

ます。このほか、海浜公園の設置目的や管理運営の目指すべき姿に沿って、申請者が

独自の発想やノウハウを活用し、海浜公園の施設を利用した事業を企画・立案し提案

することができます。 

なお、提案型事業については次のことに留意してください。 

ａ 選定委員会による指定管理者候補の選定の際は、提案型事業の内容についても

審査の対象となります。 

ｂ 提案型事業に要する経費の財源（利用者から徴収する料金、指定管理者の自己

財源等）は問いません。 

ｃ 提案型事業の実施に当たっては、施設の一般利用を妨げないよう留意してくだ

さい。 

ｄ 提案型事業については、その実施に充てる財源が県委託料でない場合であって

も、県と指定管理者が締結する協定に「指定管理者が行う業務」として規定する

ものとします。よって、確実な実施が見込まれることが必要です。 

ｅ 提案型事業の実施に当たって利用者から料金を徴収する場合には、その料金が

高額なためにサービスの利用者が県民の一部に限定されることがないよう留意

してください。なお、利用者から徴収する料金の金額は、申請時の事業計画に明

示するとともに、実施に当たっては県の承諾を得なければなりません。 

ｆ 指定管理者に指定された以降に新たに企画・立案し提案した事業についても、

海浜公園の設置目的や管理運営の目指すべき姿に沿ったもので、利用者サービス

を向上させるものとして県が認めたものは、提案型事業として認めます。 

ｇ 海浜公園の設置目的に合致しない事業を実施しようとする場合は、行政財産の

目的外使用について県の使用許可を受けなければなりません。この場合、提案型

事業とは位置づけられません。 

ウ．運営体制について 

上記の業務を適切かつ円滑に実施いただくために、施設長（キャンプ場の管理業務のほ

か、広報・誘客対策などキャンプ場等の運営に対する相当の知識と経験を有する者）及

び運営に必要なスタッフを適正な数だけ配置してください。 

また、周辺の地域振興に資するため、地元からの雇用に配慮してください。 

エ．収入及び経費等について 

利用料金及びその他の収入は、キャンプ場の管理運営の費用に充ててください。 

（ア）利用料金 

キャンプ場の管理運営に当たっては、地方自治法第２４４条の２の規定に基づく

「利用料金制度」を採用します。利用料金制度とは、利用者が支払う施設利用料の収

入を直接自らの収入とすることができる制度です。管理運営に係る収支については、

一定の責任を負うことになりますので、施設の利用を促進し、収入の確保を図る努力

が求められます。 

なお、利用料金は、条例第５条第２項の規定に基づき、キャンプ場の維持及び管理

に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者

が定めます。ただし、９月定例県議会において、佐賀県波戸岬海浜公園条例の一部を

改正する条例（案）が可決された場合、類似の施設の利用料金を考慮して定めること

となります。このため、利用料金の算定方法については、１０月上旬頃に改めて佐賀
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県ホームページにおいてお知らせします。なお、利用料金を定めるときは、同条第３

項の規定により県の承認を得なければなりません。 

（イ）管理運営委託料 

今回公募する期間（５年間）において、管理運営委託料の支払いはありません。な

お、利用料金等の見込額等については、別添１のとおりです。 

管理運営委託料は、特別な事情がある場合を除き、精算は行いません。 

（ウ）その他の収入及び経費 

指定管理者が、キャンプ場の設置目的及び管理運営の目指すべき姿に沿って管理運

営を行うに伴い発生する収入については、原則としてキャンプ場の管理運営に充てる

ものとします。 

指定管理者は、キャンプ場の設置目的及び管理運営の目指すべき姿に反しない範囲

で、利用者サービス向上のため、利用者に対する物品の販売や物品の貸出、イベント

の開催などを実施することができます。 

この場合、これらに要する経費は、業務仕様書や協定書に特段の規定があるものを

除き、販売代金やイベント参加料などで賄ってください。 

（エ）収入実績が支出実績を上回った場合の取扱い 

   利用料金収入及び提案型事業に係る収入について、収入実績が、支出実績を上回っ

た場合、当該上回った額から収入実績の２０％を除いた額の３０％を、施設及びサー

ビスの魅力向上につなげる経費として施設に還元することとし、次年度の事業計画に

反映させるものとします。ただし、指定管理期間の最終年度については、県へ納付す

ることとします。 

   なお、当該上回った額が利用料金収入の２０％以下の額であった場合、還元は発生

しません。 

 

       【イメージ】 

         

支出実績

（B）×30％

（B）×70％
（Ｂ）

収入実績

（Ａ）

（A）×20％
指定管理者の収入

魅力向上につなげる

経費として還元

 

 

（３）指定管理者の指定申請について 

ア．応募の形態及び資格等について 

（ア）応募の形態について 

指定の申請は、法人その他団体、又は複数の法人や団体等により構成される共同事

業体として行ってください。（法人格の有無は問いません。）なお、個人での応募は

できません。 

また、共同事業体として応募される場合には、必ず代表者又は代表となる団体等を
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決定してください。指定管理候補者の選定後、協定の締結に向けて行うこととなる協

議は、候補者の代表者又は代表となる団体等を中心に行います。 

ただし、協定締結の際には、共同事業体の全てを一括して協定の相手方とします。 

このため、協定に関する責任は共同事業体の構成員全てが負うこととなります。 

（イ）応募資格について 

佐賀県内に本店又は主たる事務所を有する法人等（以下「県内団体」という。）で

あることを条件とします。共同事業体として申請する場合は、構成団体の中に県内団

体を含めることとします。 

ただし、以下に掲げる要件に該当する者は、指定管理者募集に係る申請書の提出は

できません。 

ａ 代表者（実質的な権限・責任の伴わない名義上の職は除く）に知事又は教育長

が就任している者 

ｂ 県の出資法人又は出えん法人のうち代表者（実質的な権限・責任の伴わない名

義上の職は除く）に現職の県職員（特別職を含む）が就任している者 

ｃ 施設の管理運営業務（指定管理者が行う業務）に関して、県から職員派遣を受

ける者 

ｄ 法律行為を行う能力を有しない者 

ｅ 破産者で復権を得ていない者 

ｆ 団体の役員等に破産者又は禁固以上の刑に処せられている者がいる者 

ｇ 団体の役員等が、次のいずれかに該当する者、又は、(ｂ)及び(ｃ)に掲げる者

が、その経営に実質的に関与している者 

    （ａ）暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を言う。以下同じ。） 

（ｂ）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を言う。以下同じ。） 

（ｃ）暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（ｅ）自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

（ｆ）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（ｇ）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（ｈ）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

ｈ 会社更生法又は民事再生法等による手続を行っている者 

ｉ 申請の時点において、本県から入札の参加者資格を取り消されている者 

ｊ 応募締切日（募集期間を延長した場合は、延長後の応募締切日）以前６か月

以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者 

ｋ 直近１年間の消費税及び地方消費税、県税並びに市町村税を滞納している者 

ｌ 指定管理者の選定に関して、自らを選定させる又は他の申請者を選定させな

い目的をもって、選定委員会の委員を訪問し、又は電話を掛け、若しくは葉書

（電報その他これに類するものを含む）を出した者（第三者をしてこれらの行

為をなさしめた者を含む） 

ｍ 選定委員会が開催された以降、指定管理者候補が選定されるまでの間に、選

定委員会の委員に対して年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類す

るあいさつ状（電報その他これに類するものを含む）を出した者 

ｎ 指定管理者の選定に関して、自らを選定させる又は他の申請者を選定させな

い目的をもって、選定委員会の委員に対し金銭、物品その他の財産上の利益若
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しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は饗応接待、

その申込み若しくは約束をした者（第三者をしてこれらの行為をなさしめた者

を含む） 

о 指定管理者の選定に関して、自らを選定させる又は他の申請者を選定させな

い目的をもって、選定委員会の委員又はその関係のある社寺、学校、会社、組

合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄付その他特殊の直接利害関係を利

用して選定委員会の委員を誘導した者（第三者をして誘導させた者を含む） 

ｐ 宗教活動又は政治活動を目的とする者 

イ．申請書類について 

指定管理者の指定を受けようとする者は、下記の書類を提出してください。 

なお、提出された資料については、一切返却しません。 

○指定管理者指定申請書（様式第１号） 

○共同事業体協定書兼委任状（様式第２号）（※共同事業体の場合） 

○共同事業体の定款、各法人の登記簿謄本、特定非営利活動法人にあっては認証通知書

の写し 

○事業計画書（様式第３号－１、第３号－２） 

○団体等に関する書類 

・団体の概要（様式第４号） 

・指定管理者候補の選定に当たっての誓約書（様式第５号） 

・暴力団排除に関する誓約書（様式第６号） 

・定款、寄付行為又はこれらに類する書類 

・法人にあっては登記簿謄本（３ヶ月以内に取得したもの）、その他の団体等にあっ

ては法人登記簿謄本の記載事項を明らかにする書類（任意様式） 

・役員の名簿及び履歴書 

・直近２ヶ年間の 

営業（事業）報告書、又はこれに類する書類 

損益計算書、又はこれに類する書類 

貸借対照表、又はこれに類する書類 

※新たに設立する団体又は設立初年度の団体にあっては計画書・予算書等これらに

類する書類を提出してください。また、設立２年目の団体にあっては、前事業年

度に係る書類を提出してください。 

※共同事業体の場合には、構成員全てについて上記書類を添付してください。 

○納税を証明する資料（申請日から３か月以内に発行されたもの） 

都道府県税及び市町村税に未納がないことを証明する書類 

ａ 消費税及び地方消費税に未納の額がないことを証する書類 

ｂ 都道府県税 

ａ）佐賀県内に主たる事務所のある法人 

佐賀県に納めるべき税に未納の額がないことを証する書類 

ｂ）佐賀県外に主たる事務所のある法人 

佐賀県及び主たる事務所の所在地の都道府県に納めるべき税に未納の額が

ないことを証する書類 

ｃ）法人格を持たない団体（代表者の所在地が佐賀県内の場合） 

団体の代表者について、佐賀県に納めるべき税に未納の額がないことを証す

る書類 

ｄ）法人格を持たない団体（代表者の住所が佐賀県外の場合） 
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団体の代表者について、佐賀県及び住所地の都道府県に納めるべき税に未納

の額がないことを証する書類 

ｃ 市町村税 

ａ）法人 

主たる事務所の所在地の市町村に納めるべき税に未納の額がないことを証

する書類 

ｂ）法人格を持たない団体 

団体の代表者について、住所地の市町村に納めるべき税に未納の額がないこ

とを証する書類 

※共同事業体の場合は、構成員全てについて上記書類を添付してください。 

法人格を有しない団体は、代表者についての書類を添付してください。 

なお、新たに設立する団体又は設立初年度の団体にあっては不要です。 

ウ．提出方法について 

（ア）提出先 

〒840－8570 佐賀市城内一丁目１番５９号 

佐賀県県民環境部有明海再生・自然環境課 

（イ）提出期間・方法 

令和５年１０月１６日（月）までに、上記（ア）まで持参又は郵送で提出してくだ

さい。 

なお、郵送の場合には、令和５年１０月１６日（月）１７時必着とします。 

（ウ）提出部数 

提出部数は、正１部、副１０部（うち１部は、審査事務の都合上、コピーが可能な

ように製本等しないこと）とします。 

エ．留意事項 

○指定申請書の内容は、労働基準法をはじめとする関係法規を遵守してください。 

○指定申請書等は、日本工業規格のＡ４の大きさとします。 

ただし、官公署の発行する証明書等やむを得ないものについては、上記以外でも認め

ます。 

○指定申請書等に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第５１号）に定める単位に限ります。 

○異なる内容の申請書を複数提出することはできません。 

○提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは原則として認めません。 

○提出された指定申請書は指定管理者の選定以外に原則として使用しません。 

○提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲で複製を作成することがあります。 

○必要に応じ追加資料の提出を求めることがあります。 

○指定申請書の提出に係る経費は、すべて申請者の負担とします。 

○本県職員、その他本件関係者に対して、本件提案についての接触を禁じます。 

なお、接触の事実が認められた場合には失格となることがあります。 

○共同事業体で応募する場合、構成員の変更を認めません。ただし、構成員の倒産、解

散等の特殊な事情が認められ、審査の公平性及び業務遂行上の支障がないと県が判断

した場合には、変更を可能とすることもあります。その際には、変更の旨を佐賀県県

民環境部有明海再生・自然環境課まで御連絡ください。 

○構成員の倒産、解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、

応募辞退届（様式第７号）を提出してください。（提出先は、ウ（ア）提出先と同じ。） 

○事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、県は、指定管理者の決定の
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公表、その他、県が必要と認める場合には、応募書類の一部又は全部を無償で使用で

きるものとします。 

○提出された指定申請書等については、佐賀県個人情報保護条例の規定に基づき、非公

開とすべき箇所を除き、選定委員会による指定管理者候補者の選定後、原則公開しま

す。 

○応募内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている、事業手法、維持管理方法等を使用

した結果生じた責任は、申請者が負うものとします。 

 

（４）説明会について 

募集要項及び業務の詳細や施設・設備の状況等に関する説明会を現地で行いますので、

応募を予定されている団体等は御出席ください（ただし、説明会への出席の有無が指定管

理者候補者の選考に影響することはありません）。 

ア．日時等 

○開 催 日：令和５年９月２７日（水） 

○時  間：１４時から１５時３０分（※１時間３０分程度） 

○場  所：波戸岬海浜公園（キャンプ場管理棟） 

イ．参加条件等 

○参加人数：各団体２名以内とします。 

○参加申込み：参加希望者の方は、令和５年９月２５日（月）の１７時までに説明会

参加申込書（様式第８号）に御記入の上、佐県県民環境部有明海再生・

自然環境課までＦＡＸ又は電子メール（下記６「問い合わせ先」参照）

でお申込みください。 

なお、当日は、募集要項等の資料は配布しませんので、佐賀県ホーム

ページ等から必要資料を印刷の上、御参加ください。 

 

（５）質問の受付及び回答について 

指定管理者の指定の申請に関して質問がある場合は、質問票（様式第９号）により、令

和５年１０月４日（水）１７時まで、ＦＡＸ又は電子メール（下記６「問い合わせ先」参

照）で受け付けます。 

なお、質問に対する回答は、佐賀県ホームページに掲載します。 

ただし、特定の事業が「提案型事業」に該当するか否かに関する質問及び回答は公開し

ません。 

 

（６）指定管理者の指定について 

ア．選定基準について 

規則第３条の規定に基づき、指定管理者の候補者を次の「指定管理者選定基準」によ

り総合的に評価して選定し、県議会の議決を経て指定管理者として指定します。 

なお、指定申請以降、次の「指定管理者選定基準」を満たさないこととなった場合は、

指定をしないことがあります。 
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「指定管理者選定基準」 

※配点の欄に「適・否」と記載された項目が確保されないと認められる場合は失格となる。 

選定項目 審査項目 審査のポイント 配点 

施設の設置目

的の確実な実

施が見込まれ

ること 

施設の設置目的

の確実な実施 

・管理運営業務を行うにあたっての理念や経営方針、管

理運営方針は明確で、施設の設置目的及び管理運営の

目指す姿と一致しているか 

１０ 

施設の平等利

用が確保され

ること 

施設の平等利用

の確保 

・高齢者、障害者、妊婦・幼児連れ等への配慮がなされ

ているか   

・一部の者に対して不当に利用を制限し、又は不当に優

遇するものではないか 

適・否 

事業計画の内

容が施設の効

用を最大限に

発揮するとと

もに管理経費

が適正なもの

であること 

事業計画の実現

可能性 
・収入、支出の積算と事業計画の整合性はあるか １０ 

利用者サービス

の向上 

・利用者へのサービス向上が期待できるか 

・利用者の意見を反映する取組みは充実しているか 

・施設や設備の機能維持、清掃等の日常管理の方法は適

切か 

・施設の休場日等は、利用者に配慮したものとなってい

るか 

１５ 

施設の利用促進 
・利用者の増加が期待できる効果的な広報、誘客の計画

となっているか（魅力的で新しい提案や計画など） 
１５ 

提案型事業の内

容 

・利用者の利便性に寄与するか 

・提案型事業の実現性は高いか 

・地元（近隣観光施設を含む）への貢献はあるか 

１０ 

管理経費 ・管理運営費が適正となっているか ２０ 

事業計画書に

沿った管理を

行う能力を有

していること 

人的能力 

（職員体制等） 

・職員体制は十分か 

・施設運営に関する職員の資質は十分か 

・職員の指導育成、研修体制は十分か 

適・否 

事故・災害時の

対応や体制 

・事故防止などの安全管理対策及び体制は十分か 

・事故及び災害時の対応や体制は十分か 

・個人情報保護、情報管理体制は十分か 

１０ 

経理的基盤 
・申請者の財務状況は健全か 

・金融機関、出資者等の支援体制は十分か 
適・否 

県内発注の考え

方 

・再委託をするときに県内企業を優先するのか 

・県内企業から優先的に発注するのか 
１０ 

合計 １００ 
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イ．選定方式等について 

（ア）選定方法 

選定に当たっては、外部委員で構成する「佐賀県波戸岬海浜公園指定管理者候補者

選定委員会（以下、「選定委員会」という。）」において、申請者によるプレゼンテ

ーションや指定申請書等について、選定基準に基づく委員の採点等により、申請者ご

とに評価を行います。 

評価の最も高い申請者から順に、第１順位者から最多で第３順位者までを決定し、

第１順位者となった者を指定管理者の候補として知事へ報告します。知事は、この報

告を受けて候補者を選定し、県議会に提案します。 

なお、申請者の評価は、指定管理者選定基準（上記（６）ア「選定基準について」

参照）に基づく委員の採点等により行います。 

※プレゼンテーションの日時、場所、出席人数等については、後日、申請者へ連絡しま

す。 

※審査基準における最低基準に達しなかった申請者には、選定委員会の評価順位に関わ

らず順位者（候補者）としての地位は与えられません。 

【最低基準】 

○審査基準表の各審査項目における最も高い点数をつけた委員の点数（最高点をつけた

委員が複数いる場合は、いずれか１人の委員の点数）及び最も低い点数をつけた委員

の点数（最低点をつけた委員が複数いる場合は、いずれか１人の委員の点数）を除く

委員の点数を合計して算出した、 

ａ 審査項目（「管理経理の縮減」の審査項目を除く）ごとの得点が、審査項目ご

との満点の５割に達していること。 

ｂ 審査項目（「管理経費の縮減」の審査項目を除く。）ごとの得点を合算した全

体の合計得点が満点の６割に達していること。 

○「施設の平等利用の確保」「人的能力（職員体制等）」「経理的基盤」に関する審査

項目に係る適否について、選定委員が「適」と評価していること。 

（イ）選定事務の所管 

選定事務については、佐賀県県民環境部有明海再生・自然環境課が行います。 

（ウ）選定結果 

選定委員会における選定結果の公表は、知事による指定管理者候補者の決定後（指

定議案の発表日）、佐賀県ホームページに掲載します。また、申請者に対しては、指

定管理者の決定後（指定議案の決議後）、文書で通知します。 

 

４．協定について 

（１）協定の締結 

議会の議決を経て指定管理者として指定がなされた後、県と指定管理者は、協議のうえ、

管理運営に関する協定を締結します。 

 

（２）協定の内容 

○管理運営の基本方針 

○指定管理者が行う業務の内容について 

○指定管理期間について 

○指定管理者の法令等の遵守について 

○管理物件について 

○責任分担について 
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○権利義務の譲渡の禁止について 

○再委託の承諾について 

○再委託先の選定等について 

○県による備品の貸与について 

○指定管理者による備品の購入等について 

○管理委託料について 

○管理委託料の精算について 

○利用料金の取扱いについて 

○収入実績が支出実績を上回った場合の取扱いについて 

○事業計画書の提出について 

○利用者満足度調査の実施について 

○事業報告について 

○その他の報告・届出等について 

○実地調査について 

○管理運営状況の確認及び改善指導について 

○評価の実施について 

○文書の管理棟について 

○証拠書類等の整備等について 

○業務に係る情報の公開について 

○県に対する開示請求について 

○守秘義務について 

○個人情報の保護について 

○個人情報の開示請求に対する対応等について 

○緊急時の対応について 

○損害の賠償について 

○不可抗力による一部業務の免除について 

○県による指定の取消等について 

○県による管理運営業務の中止等について 

○指定管理者による管理運営業務の中止等について 

○業務の引継ぎについて 

○管理物件の返還義務について 

○協定の変更について 

○契約費用の負担について 

○協定の内容に疑義が生じた場合の対応及び協定書に定めのない事項について 

 

（３）リスク分担の考え方 

協定締結にあたり、県が想定する主なリスク分担の方針は、以下のとおりです。 

これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクについて、その基本的な考え方を

示したものです。 
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リスク分担に対する基本的考え方 

 

種   類 リスク内容 
責任区分 

佐賀県 
指定 
管理者 

物価変動 

人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 

※施設の管理運営に支障が生じるような大幅な物価変動に

よる経費の増については、別途協議 

 ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民及び施

設利用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者から

の反対、訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由によ

る事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障

が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合

の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による

増加経費負担 

○  

事業の中止・延期 
県の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱、

暴動その他の県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すこ

とのできない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設

備の修復による経費の増加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 
仕様書等県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

資金調達 
委託料（県→指定管理者）支払い遅延によって生じた事由 ○  

上記以外の場合  ○ 

施設・設備・物品等の

損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合で補修にかかる費用が１件当たり２０万円

を超えない場合 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

施設利用者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者に損害を与

えた場合（不適切な施設管理による利用者のけが等） 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

第三者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由により周辺住民等に損害

を与えた場合（不適切な施設管理による騒音・振動等の苦

情等） 

 ○ 

上記以外の場合 ○  

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生  ○ 

事業終了時の費用 
指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における

業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 
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５．その他管理運営に当たっての留意事項 

（１）管理運営の実績等についての評価 

指定管理者は、県に対し、事業報告書及びその他の管理運営の実績等に関する資料を提出

する必要があります。提出を要する資料や時期等については、協定書及び仕様書に定めるも

のの他、必要に応じて県と指定管理者が協議のうえ、決定することとします。 

また、県は、指定管理者による指定業務状況を把握するため、随時、施設に立ち入り、あるいは

指定管理者に対して業務の実施状況や管理経費等の収支状況について説明を求めることがあります。 

なお、事業報告書の内容等により、指定管理者が業務の基準を満たしていないことが明ら

かな場合には、県は指定管理者に対して業務の改善勧告等を行うことがあります。 

 

（２）関係法令の遵守 

業務を遂行する上で、以下の法令を遵守しなければなりません。 

○佐賀県波戸岬海浜公園条例、佐賀県波戸岬海浜公園条例施行規則 

○個人情報の保護に関する法律、佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例 

○佐賀県情報公開条例（昭和６２年佐賀県条例第１７号）第２５条第１項 

○地方自治法（第２４４条、第２４４条の２）  

○労働基準法、労働安全衛生法 

○その他関連する法規がある場合は、それらを遵守することとします。 

 

（３）引継業務 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営

業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

 

（４）情報公開 

指定管理者は、県が設置する公の施設の管理について、県から権限の委任を受けて代行す

る者であることから、公平性及び透明性が求められるものであり、佐賀県情報公開条例(昭

和６２年佐賀県条例第１７号)第２５条第１項においても、自らその管理に係る情報の公開

に努めるものとされています。 

具体的には、指定管理者は、施設の管理に係る情報の公開について、協定書において必要

な規程を定めることとし、当該規程に基づいて、情報の公開を実施することとします。 

 

（５）個人情報保護に関して特に留意すべき事項 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律第６６条の規定に基づき、協定書において「個

人情報保護の取扱い」として県が明示する措置を実施していただくとともに、個人情報取扱

事務に従事している者又は従事していた者は、退職後にあっても、当該事務に関して知り得

た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。 

また、これらに違反した場合は、同法に基づく罰則等が適用されます。 

このため、指定管理者は施設の管理運営を行うに当たって、個人情報の保護及び情報セキ

ュリティに配慮した管理運営体制の整備や、従事者に対しての必要な研修の実施など、適切

な対応を行うようにしてください。 

 

（６）県内雇用及び県内発注への配慮 

指定管理者が行う管理運営に当たって、特別な理由がある場合を除き、できるだけ県内に

居住する者の雇用に努めていただくとともに、委託業務の発注や物品の調達等についても、

県内に本店又は主たる事務所有する事業者の中から選定するよう努めてください。また、波



 

- 14 - 
 

戸岬周辺の雇用と振興への配慮も併せてお願いします。 

なお、この点は別途、方針・対応策などを申請書で提案してください。 

 

（７）施設において発生した事故への対応に関して特に留意すべき事項 

指定管理者は、施設において発生した事故への損害賠償等の対応に関して以下のとおり義

務を負うこととします。 

○指定管理者の責に帰すべき事由により、県又は第三者に損害を与えた場合には、指定管

理者においてその損害を賠償しなければなりません。 

○施設において事故が発生した場合に備えて、指定管理者はあらかじめ事故対応マニュア

ルを定めるとともに、事故発生時には適切に対応し、直ちにその旨を県へ報告しなけれ

ばなりません。 

○損害賠償責任保険に加入しなければなりません。 

なお、提案型事業を実施する場合には、必要に応じて保険に加入してください。 

 

（８）課税に関する留意事項 

キャンプ場の管理運営に伴い、受託者（法人）については、法人県民税、法人事業税、法

人市町村民税の申告納税義務が生じます。 

また、指定管理者が新たに設置した償却資産にかかる固定資産税等は課税対象となります。 

なお、利用料金収入は、原則、消費税の課税対象となります。 

 

（９）利用者満足度調査の実施及び結果の共有 

利用者満足度調査は、指定管理者によるサービスが適切に提供されているかを把握し、更

なるサービス向上に向けた改善等の参考とするために実施します。 

利用者満足度調査の結果は、県と指定管理者で共有し、更なるサービス向上に向けた改善

等の参考として活用します。また、調査結果は、年度終了後に県が実施する指定管理者に対

する管理運営状況等の評価の審査項目としても活用するため、回収した調査票は県が保管し

ます。 

 

（10）事業の継続が困難となった場合の措置 

ア．指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

県が行う業務の改善勧告に従わない場合など、指定管理者の責めに帰すべき事由により、

業務の継続が困難となり、知事が指定の取消を行った場合には、県に生じた損害は指定管

理者が賠償するものとします。 

なお、当該指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務を

遂行できるよう、引継ぎなどの必要な対応を行うものとします。 

イ．県の責めに帰すべき事由による場合 

県は、指定期間中に本施設を廃止し、又は休止する場合など県の責めに帰すべき事由に

より、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることがあります。 

この場合、県はあらかじめその旨を指定管理者へ通知します。 

なお、指定の取消又は業務の停止により指定管理者に損害が発生したときは、その損害

を賠償します。県が損害を賠償する額は、県と指定管理者が協議して定めます。 

ウ．当事者の責めに帰することができない事由による場合 

不可抗力等、県及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業務の継

続が困難になった場合、事業継続の可否について県と指定管理者が協議するものとし、一
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定期間内に協議が整わない時には、それぞれ、事前に書面で通知することにより協定を解

除できるものとします。 

なお、当該指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営業務を

遂行できるよう、引継などの必要な対応を行うものとします。 

エ．指定管理者の指定取消後の対応 

指定管理者の指定取消後、次順位候補者を指定管理予定候補者として、本施設の管理運

営に関する協議を行うことがあります。 

 

（11）指定管理者に対する実地調査 

県は協定書に基づき毎年度１回以上、管理運営状況について実地調査を行います。 

指定管理者は、県から実地調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて

その申出に応じ、調査に立ち会わなければなりません。 

県は、実地調査の結果、管理運営業務の実施状況等が県の示した条件を満たしていない場

合又はその他不適切な事項が判明した場合は、指定管理者に対して必要な指示を行います。 

指定管理者は、県の指示を受けた場合、正当な理由がある場合を除き、速やかに応じなけ

ればなりません。 

 

（12）評価の実施 

県は、実地調査及び事業報告書と利用者満足度調査の結果を基に、指定管理者の管理運営

状況等について総合的な評価を実施します。 

県は、評価の結果、業務の適正な履行及びサービスの向上を図るため改善が必要と判断し

た場合は、指定管理者に対し改善指示を行い、改善策の提出及び実施を求めます。 

 

（13）監査委員による監査 

「地方自治法」及び「佐賀県外部監査契約に基づく監査に関する条例」の規定により、指

定管理者が行う公の施設の管理業務に係る事務については、監査委員による監査、包括外部

監査法人による監査及び個別外部監査人による監査の対象となります。監査を行うために必

要があると認めるときは、指定管理者に対して出頭を求め、調査し、帳簿書類等の記録の提

出を求める場合があります。 

 

（14）自動販売機の設置 

施設内の自動販売機は県が設置しますので、県の行政財産使用許可（目的外使用許可）に

よる申請の対象とはなりません。 

 

６．問い合わせ先 

上記の他、本件に関する質問等がある場合には、以下までお問い合わせください。 

○佐賀県県民環境部有明海再生・自然環境課 

〒840－8570 佐賀市城内一丁目１番５９号 

電話：0952-25-7080  ＦＡＸ：0952-25-7521 

メールアドレス： ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp 

mailto:ariakekaisaisei@pref.saga.lg.jp
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【別添１】 

佐賀県波戸岬海浜公園管理運営委託料上限額 

今回指定する期間（５年間）における管理運営委託料は０円です。 

   （単位：千円） 

収 入 

予算費目 
金 額 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

県委託料上限額（年間限度額） 0 0 0 0 0 

利用料金見込額 35,835 35,835 35,835 35,835 35,835 

計 35,835 35,835 35,835 35,835 35,835 

    

支 出 

予算費目 主な内容 
金 額 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 

人件費 
給料、手当、社会保

険料等 
14,063 14,063 14,063 14,063 14,063 

施設維持

管理費 

維持管理業務委託 

14,565 14,545 14,545 14,545 14,545 

光熱水費 

施設・設備・器具修

繕料 

損害保険料 

施設運営

事業費 

消耗品等の需用費 

5,387 5,387 5,837 5,387 5,387 

電話・通信の役務費 

管理車両、パソコ

ン、プリンタ、AED

などの賃借料 

ホームページ維持

管理費 

計 34,015 33,995 34,445 33,995 33,995 

 


